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私たちは、 『Green Housing』のスローガンの下、パナソニックハウジングソリューションズ株式会社の環境方針に基づき

『法規遵守』、『脱炭素』、『資源循環』を目的として、地球環境貢献の取組を加速して参ります。

◆基本姿勢

目標

法令遵守

脱炭素

資源循環

・環境事故・トラブル・ヒヤリハット → 新たな発生なし

以下の法令を遵守する

❶廃掃法

❷大気汚染防止法

❸石綿障害予防規則

❹家電リサイクル法       

・環境配慮型商品（GP）の販売を通じた

環境負荷の低減

・営業、物流、施工における環境負荷の低減

・賃貸住宅リノベーション、リフォームなどの

既築住宅再生事業によるCO2・産業廃棄物削減

重点方策

❶産業廃棄物の元請処理及び排出前のマニフェスト発行の徹底

→不法投棄なし、下請業者処分なし、マニフェスト発行なしでの収集運搬禁止 等

❷解体工事現場における『石綿含有』建材事前調査の全件実施確認

→石綿含有事前調査無しでの解体作業請負は禁止 等

❸ 『石綿含有』廃棄物の適正処分、飛散防止処置及び作業者への保護具着用徹底

→作業主任者は必ず選任する、作業場を隔離する、保護具は必ず着用する 等

❹家電リサイクル対象４品目の適正な運搬及びフロン放散禁止

→対象４品目の指定取引場所持ち込み、転売禁止、エアコン内フロンのポンプダウン処理 等

➢ 『節水型シャワーユニット』、『節水型トイレ』、『節水型水栓搭載UB、SK』の拡販

➢ 『省梱包』、『配送効率化』、『省施工化』でCO2削減

１）環境マネジメントシステムにより、環境方針を従業員へ定着させる

２）環境人財を積極的に育成し、体制を強化する（後継者育成含む）
◆人財育成

➢ 賃貸ソリューション事業、既存リフォーム事業の加速化
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